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議案第１号  

 

専決処分の承認を求めることについて  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長     白  鳥   孝  
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専決第１号  

 

専  決  処  分  書  

 

 

平成２６年度伊那市一般会計第８回補正予算を、別冊のとおり専決処分する。  

 

 

 

平成２７年１月１５日  

 

伊那市長     白  鳥   孝  
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議案第２号  

 

財産（土地）の譲与について  

 

 

下記のとおり土地を譲与することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。  

 

記  

 

１  譲与する土地  

地番  伊那市東春近８０６１番１  

地目  宅地  

地積  １ ,０７０ .７９平方メートル  

 

２  譲与する相手先  

伊那市東春近８１２７番地１  

原新田区  

    区長  荻原  秀昭   

 

３  譲与する日  

平成２７年４月１日  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

原新田公民館敷地を原新田区に譲与するため、提案するものであります。  
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議案第３号  

 

市営土地改良事業の施行について  

 

 

平成２７年度から、下記のとおり土地改良事業を施行することについて、土地改良

法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第２項の規定により、議会の議決を求

める。  

 

記  

 

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業  

１  地区名    手良地区  

２  工  種    用排水路  

３  数  量    総延長  ７ ,２００メートル  

４  事業費    １５０ ,０００ ,０００円  

 

 

 

   平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

国及び県の補助を得て農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業を行うため、提

案するものであります。  
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議案第４号  

 

中央自動車道に関する救急業務に係る関係関連事務の受託の廃止について  

 

 

平成２７年３月３１日をもって、伊那消防組合からの中央自動車道に関する救急業

務に係る関係関連事務の受託を廃止することについて協議するため、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第３項において準用する同法第２５２条の

２の２第３項の規定により、議会の議決を求める。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

伊那消防組合の解散に伴い、伊那消防組合からの事務受託を廃止するため、提案す

るものであります。  
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議案第５号  

 

中央自動車道に関する救急業務に係る事務の受託について  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第１項の規定により、中

央自動車道に関する救急業務に係る事務を受託することについて、別紙のとおり規約

を定め、上伊那広域連合と協議するため、同条第３項において準用する同法第２５２

条の２の２第３項の規定により、議会の議決を求める。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

消防事務の上伊那広域化に伴い、中央自動車道に関する救急業務に係る事務を受託

するため、提案するものであります。  
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別紙  

 

中央自動車道に関する救急業務に係る事務の委託に関する規約  

 

（委託事務の範囲）  

第１条  上伊那広域連合（以下「甲」という。）は、中央自動車道の上り線伊那イン

ターチェンジから伊北インターチェンジまで及び下り線伊那インターチェンジから

駒ヶ根インターチェンジまでの区間における救急業務に係る事務（以下「委託事

務」という。）の管理及び執行を伊那市（以下「乙」という。）に委託する。  

（経費の負担）  

第２条  委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。  

（その他）  

第３条  この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、

甲及び乙の長が協議して定める。  

 

 

附  則  

 この規約は、平成２７年４月１日から施行する。  
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議案第６号  

 

伊那市民憲章策定委員会設置条例  

 

（設置）  

第１条  伊那市民憲章（以下「市民憲章」という。）について、必要な事項を審議し

策定するため、伊那市民憲章策定委員会（以下「委員会」という。）を置く。  

（任務）  

第２条  委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。  

(1) 市民憲章の策定に関する事項  

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項  

（組織）  

第３条  委員会は、委員１０人以内で組織する。  

２  委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。  

(1) 識見を有する者  

(2) 公募による者  

(3) 前２号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者  

（任期）  

第４条  委員の任期は、市民憲章の策定が終了するまでとする。  

（委員長及び副委員長）  

第５条  委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。  

２  委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。  

３  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。  

（会議）  

第６条  委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。  

２  委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴く

ことができる。  

（庶務）  

第７条  委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。  

（委任）  

第８条  この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別

に定める。  

 

 

附  則  

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  
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   平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 伊那市民憲章策定委員会を設置するため、提案するものであります。  
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議案第７号  

 

伊那市行政手続条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市行政手続条例（平成１８年伊那市条例第２０号）の一部を次のように改正す

る。  

 

 

 目次中「第４章  行政指導（第３０条－第３４条）」を  

 

            に改める。  

 

 第２条第２号中「長野県の条例」の次に「（以下「長野県条例」という。）」を加

え、同条第５号中「名あて人」を「名宛人」に改める。  

 

 第３条各号列記以外の部分中「第４章」を「第４章の２」に改め、同条第７号中

「名あて人」を「名宛人」に改め、同条第８号中「かかわる」を「関わる」に改める。  

 

 第４条中「名あて人」を「名宛人」に改める。  

 

第１３条第１項各号列記以外の部分中「名あて人」を「名宛人」に改め、同項第１

号イ中「名あて人」を「名宛人」に、「はく奪」を「剥奪」に改め、同条第２項第５

号中「名あて人」を「名宛人」に改める。  

 

第１４条第１項及び第２項、第１５条第１項及び第３項並びに第２２条第３項中

「名あて人」を「名宛人」に改める。  

 

 第２５条中「かんがみ」を「鑑み」に改める。  

 

 第２８条中「名あて人」を「名宛人」に改める。  

 

 第３３条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「前２項」に改め、同

項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。  

２  行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、市の機関が許認可等をする権

限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方

に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。  

 (1) 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項  

 (2) 前号の条項に規定する要件  

「第４章  行政指導（第  

第４章の２  処分等の求  

３０条－第３４条の２）  

め（第３４条の３）   」  
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 (3) 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由  

 

 第４章中第３４条の次に次の１条を加える。  

 （行政指導の中止等の求め）  

第３４条の２  法令に違反する行為の是正を求める行政指導（その根拠となる規定が

法律、市の条例又は長野県条例に置かれているものに限る。）の相手方は、当該行

政指導が当該法律、市の条例又は長野県条例に規定する要件に適合しないと思料す

るときは、当該行政指導をした市の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導

の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導

がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであると

きは、この限りでない。  

２  前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。  

 (1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所  

 (2) 当該行政指導の内容  

 (3) 当該行政指導がその根拠とする法律、市の条例又は長野県条例の条項  

 (4) 前号の条項に規定する要件  

 (5) 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由  

 (6) その他参考となる事項  

３  当該市の機関は、第１項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、

当該行政指導が当該法律、市の条例又は長野県条例に規定する要件に適合しないと

認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。  

 

 第４章の次に次の１章を加える。  

   第４章の２  処分等の求め  

第３４条の３  何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のために

されるべき処分（その根拠となる規定が市の条例又は長野県条例に置かれているも

のに限る。）又は行政指導（その根拠となる規定が法律、市の条例又は長野県条例

に置かれているものに限る。）がされていないと思料するときは、当該処分をする

権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する市の機関に対し、その旨

を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。  

２  前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。  

 (1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所  

 (2) 法令に違反する事実の内容  

 (3) 当該処分又は行政指導の内容  

 (4) 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項  

 (5) 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由  

 (6) その他参考となる事項  

３  当該行政庁又は市の機関は、第１項の規定による申出があったときは、必要な調

査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導を
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しなければならない。  

 

 

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 （伊那市税条例の一部改正）  

２  伊那市税条例（平成１８年伊那市条例第５３号）の一部を次のように改正する。  

  第４条第２項中「第３３条第３項」を「第３３条第４項」に、「第３３条第２

項」を「第３３条第３項」に改める。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

行政手続法の一部を改正する法律（平成２６年法律第７０号）の施行に伴い、所要

の改正を行うため、提案するものであります。  
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議案第８号  

 

伊那市職員定数条例等の一部を改正する条例  

 

 

（伊那市職員定数条例の一部改正）  

第１条  伊那市職員定数条例（平成１８年伊那市条例第２２号）の一部を次のように

改正する。  

 

第２条中「教育長及び」を削る。  

 

（伊那市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正）  

第２条  伊那市特別職の職員の給与等に関する条例（平成１８年伊那市条例第３７

号）の一部を次のように改正する。  

  

別表第１中  

 「  

副市長  ７６８ ,０００円  

                                   」を  

「    

副市長  ７６８ ,０００円  

教育長  ６５４ ,０００円  

                                   」に  

改める。  

 

別表第３中  

「   

教育委員  委員長   ９６ ,７００円   

委員   ６９ ,０００円   

        」を  

「   

教育委員   ６９ ,０００円   

        」に

改める。  

 

（伊那市職員の旅費等に関する条例の一部改正）  

第３条  伊那市職員の旅費等に関する条例（平成１８年伊那市条例第４１号）の一部

を次のように改正する。  
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第２条第１号中「教育委員会委員長」を「教育委員会教育長」に改める。  

 

（伊那市特別職の職員等の退職手当に関する条例の一部改正）  

第４条  伊那市特別職の職員等の退職手当に関する条例（平成１８年伊那市条例第  

４２号）の一部を次のように改正する。  

 

  題名及び第１条中「等」を削る。  

 

第２条中「地域自治区長及び教育長」を「教育長及び地域自治区長」に改め、

「等」を削る。  

 

第３条第１項第３号及び第４号を次のように改める。  

(3) 教育長  １００分の２５  

(4) 地域自治区長  １００分の２０  

 

第４条中「等」を削る。  

 

  第５条中「第１９条」を「第１９条第１項」に、「同項第４号」を「同項第３

号」に改める。  

 

第６条中「等」を削る。  

 

（伊那市一般職の職員の退職手当に関する条例の一部改正）  

第５条  伊那市一般職の職員の退職手当に関する条例（平成１８年伊那市条例第４３

号）の一部を次のように改正する。  

 

第１条中「教育長及び」を削る。  

 

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

（伊那市職員定数条例の一部改正に伴う経過措置）  

２  この条例の施行の際、現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６号。以下「改正法」とい

う。）附則第２条第１項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第１条の

規定による改正後の伊那市職員定数条例第２条の規定は適用せず、第１条の規定に

よる改正前の伊那市職員定数条例第２条の規定は、なおその効力を有する。  
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（伊那市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置）  

３  この条例の施行の際、現に在職する教育長が改正法附則第２条第１項の規定によ

りなお従前の例により在職する間は、第２条の規定による改正後の伊那市特別職の

職員の給与等に関する条例別表第１及び別表第３の規定は適用せず、第２条の規定

による改正前の伊那市特別職の職員の給与等に関する条例別表第１及び別表第３の

規定は、なおその効力を有する。  

 （伊那市職員の旅費等に関する条例の一部改正に伴う経過措置）  

４  この条例の施行の際、現に在職する教育長が改正法附則第２条第１項の規定によ

りなお従前の例により在職する間は、第３条の規定による改正後の伊那市職員の旅

費等に関する条例第２条第１号の規定は適用せず、第３条の規定による改正前の伊

那市職員の旅費等に関する条例第２条第１号の規定は、なおその効力を有する。  

（伊那市特別職の職員等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置）  

５  この条例の施行の際、現に在職する教育長が改正法附則第２条第１項の規定によ

りなお従前の例により在職する間は、第４条の規定による改正後の伊那市特別職の

職員の退職手当に関する条例の規定（第５条の改正規定（「第１９条」を「第１９

条第１項」に改める部分に限る。）を除く。）は適用せず、第４条の規定による改

正前の伊那市特別職の職員等の退職手当に関する条例の規定（第５条の改正規定

（「第１９条」を「第１９条第１項」に改める部分に限る。）を除く。）は、なお

その効力を有する。  

（伊那市一般職の職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置）  

６  この条例の施行の際、現に在職する教育長が改正法附則第２条第１項の規定によ

りなお従前の例により在職する間は、第５条の規定による改正後の伊那市一般職の

職員の退職手当に関する条例第１条の規定は適用せず、第５条の規定による改正前

の伊那市一般職の職員の退職手当に関する条例第１条の規定は、なおその効力を有

する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律

第７６号）の施行に伴い、所要の改正を行うため、提案するものであります。  
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議案第９号  

 

   伊那市教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務専念義務の

特例に関する条例  

 

 （趣旨）  

第１条  この条例は、教育長の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めると

ともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第１１条第５項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例について必要な

事項を定めるものとする。  

 （勤務時間、休日、休暇等）  

第２条  教育長の勤務時間、休日、休暇等に係る承認その他の決定については、教育

委員会が行うものとする。  

２  前項に定めるもののほか、教育長の勤務時間、休日、休暇等については、伊那市

職員の勤務時間及び休暇等に関する条例（平成１８年伊那市条例第３１号）の適用

を受ける職員の例による。  

 （職務に専念する義務の免除）  

第３条  教育長の職務に専念する義務の免除に係る承認については、教育委員会が行

うものとする。  

２  前項に定めるもののほか、教育長の職務に専念する義務の免除については、伊那

市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例（平成１８年伊那市条例第２８

号）の適用を受ける職員の例による。  

 

 

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 （伊那市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃

止）  

２  伊那市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例（平成

１８年伊那市条例第３８号）は、廃止する。  

（経過措置）  

３  この条例の施行の際、現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６号）附則第２条第１項の規定

によりなお従前の例により在職する間は、この条例の規定は適用せず、この条例に

よる廃止前の伊那市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する

条例の規定は、なおその効力を有する。  
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平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律

第７６号）の施行に伴い、教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務に専念する義務

の特例について必要な事項を定めるため、提案するものであります。  
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議案第１０号  

 

伊那市一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市一般職の職員の退職手当に関する条例（平成１８年伊那市条例第４３号）の

一部を次のように改正する。  

 

第３条第２項中「次条第２項並びに第５条第１項」を「この項、次条第２項並びに

第５条第１項第４号」に改める。  

 

 第７条第５項第２号中「第５５条」を「第８条第３項」に改める。  

 

 第８条の２第９項第４号中「除く」の次に「。第１１項第２号において同じ」を加

え、同条第１１項第１号中「応募者」を「応募」に改め、同項第２号中「（第９項第

４号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場

合における懲戒処分を除く。）」を削り、同条第１６項第３号中「前項」を「第１３

項若しくは前項」に改め、同項第４号中「第９項第４号に規定する」を削る。  

 

 第１０条第２項中「すべて」を「全て」に改める。  

 

 附則第１７項中「第６３条第２項」を「第５０条の１０第２項」に改める。  

 

 

附  則  

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

（提案理由）  

独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成２６年法律第６６号）の施行等に

伴い、所要の改正を行うため、提案するものであります。  
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議案第１１号  

 

伊那市積立基金条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市積立基金条例（平成１８年伊那市条例第５２号）の一部を次のように改正す

る。  

 

別表中  

「  

防災行政無線施設

整備運営基金  

防災行政無線の整備及び運営に要

する費用の財源に充てる。  

伊那市一般会計  

さくら基金  さくらの事業の推進に要する費用

の財源に充てる。  

伊那市一般会計  

                                    」を  

「  

さくら基金  さくらの事業の推進に要する費用

の財源に充てる。  

伊那市一般会計  

                                    」に

改める。  

 

 

附  則  

この条例は、平成２７年６月１日から施行する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

防災行政無線施設整備運営基金を廃止するため、提案するものであります。  
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議案第１２号  

 

伊那市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市国民健康保険税条例（平成１８年伊那市条例第５５号）の一部を次のように

改正する。  

 

第３条第１項中「１００分の４」を「１００分の５ .６」に改める。  

 

第５条中「１万８ ,０００円」を「２万円」に改める。  

 

第５条の２第１号中「１万９ ,０００円」を「２万１ ,０００円」に改め、同条第２

号中「９ ,５００円」を「１万５００円」に改め、同条第３号中「１万４ ,２５０円」

を「１万５ ,７５０円」に改める。  

 

第７条の２中「５ ,０００円」を「６ ,０００円」に改める。  

 

第７条の３第１号中「５ ,０００円」を「６ ,０００円」に改め、同条第２号中  

「２ ,５００円」を「３ ,０００円」に改め、同条第３号中「３ ,７５０円」を  

「４ ,５００円」に改める。  

 

第２３条第１号ア中「１２ ,６００円」を「１万４ ,０００円」に改め、同号イ (ア )

中「１３ ,３００円」を「１万４ ,７００円」に改め、同 (イ )中「６ ,６５０円」を

「７ ,３５０円」に改め、同 (ウ )中「９ ,９７５円」を「１万１ ,０２５円」に改め、

同号ウ中「３ ,５００円」を「４ ,２００円」に改め、同号エ (ア )中「３ ,５００円」

を「４ ,２００円」に改め、同 (イ )中「１ ,７５０円」を「２ ,１００円」に改め、同

(ウ )中「２ ,６２５円」を「３ ,１５０円」に改め、同条第２号ア中「９ ,０００円」

を「１万円」に改め、同号イ (ア )中「９ ,５００円」を「１万５００円」に改め、同

(イ )中「４ ,７５０円」を「５ ,２５０円」に改め、同 (ウ )中「７ ,１２５円」を  

「７ ,８７５円」に改め、同号ウ中「２ ,５００円」を「３ ,０００円」に改め、同号

エ (ア )中「２ ,５００円」を「３ ,０００円」に改め、同 (イ )中「１ ,２５０円」を

「１ ,５００円」に改め、同 (ウ )中「１ ,８７５円」を「２ ,２５０円」に改め、同条

第３号ア中「３ ,６００円」を「４ ,０００円」に改め、同号イ (ア )中「３ ,８００

円」を「４ ,２００円」に改め、同 (イ )中「１ ,９００円」を「２ ,１００円」に改め、

同 (ウ )中「２ ,８５０円」を「３ ,１５０円」に改め、同号ウ中「１ ,０００円」を

「１ ,２００円」に改め、同号エ (ア )中「１ ,０００円」を「１ ,２００円」に改め、

同 (イ )中「５００円」を「６００円」に改め、同 (ウ )中「７５０円」を「９００円」

に改める。  



 

- 21 - 

 

 

 

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

（適用区分）  

２  この条例による改正後の伊那市国民健康保険税条例の規定は、平成２７年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２６年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

国民健康保険税の所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額に係る率を改定

するため、提案するものであります。  
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議案第１３号  

 

伊那市地域自治区制度審議会条例を廃止する条例  

 

 

伊那市地域自治区制度審議会条例（平成２６年伊那市条例第６号）は、廃止する。  

 

 

附  則  

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

伊那市地域自治区制度審議会を廃止するため、提案するものであります。  
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議案第１４号  

 

伊那市地方創生総合戦略審議会条例  

 

 （設置）  

第１条  まち・ひと・しごと創生法（平成２６年法律第１３６号）の理念に基づき、

少子高齢化の進行に的確に対応し、人口減少に歯止めをかけるとともに、地域の住

みよい環境を確保し、将来にわたって活力ある伊那市を維持していくための基本的

な計画として、伊那市地方創生総合戦略（以下「総合戦略」という。）を策定し、

その総合的かつ計画的な推進、効果の検証等を行うため、伊那市地方創生総合戦略

審議会（以下「審議会」という。）を置く。  

 （任務）  

第２条  審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。  

(1) 市の人口の変化に係る影響及び将来推計に関する事項  

(2) 総合戦略における基本目標及び具体的施策に関する事項  

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項  

（組織）  

第３条  審議会は、委員２０人以内で組織する。  

２  委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。  

(1) 市議会議員  

(2) 地域を代表する者  

(3) 各種団体を代表する者  

(4) 識見を有する者  

(5) 公募による者  

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者  

 （任期）  

第４条  委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間

とする。  

２  委員は、再任されることができる。  

 （会長及び副会長）  

第５条  審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。  

２  会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  

３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。  

 （会議）  

第６条  審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。  

２  会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くこ

とができる。  

 （庶務）  

第７条  審議会の庶務は、総務部人口増推進室において処理する。  
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（委任）  

第８条  この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別

に定める。  

 

 

   附  則  

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 

 

 

   平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

伊那市地方創生総合戦略審議会を設置するため、提案するものであります。  
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議案第１５号  

 

伊那市福祉医療費給付金条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市福祉医療費給付金条例（平成１８年伊那市条例第７１号）の一部を次のよう

に改正する。  

 

第３条第２項ただし書中「第１号又は」を削り、同項第８号中「国民年金別表該当

者」の次に「（出生の日から満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間に

ある者を除く。）」を加え、同項第９号中「２級に該当するもの」の次に「（出生の

日から満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者を除く。）」を

加える。  

 

 

附  則  

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

県の福祉医療費給付事業の制度改正に伴い、所要の改正を行うため、提案するもの

であります。  
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議案第１６号  

 

伊那市保育園条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市保育園条例（平成１８年伊那市条例第７６号）の一部を次のように改正する。  

 

第２条の表中  

「  

伊那東保育園  伊那市中央５０２０番地  １１０  

伊那北保育園  伊那市野底７９１３番地  １５０  

                                    」を  

「  

伊那北保育園  伊那市野底７９１３番地  １２０  

                                    」に

改める。  

 

 第７条中「保育料は」の次に「、法に基づいて定められた基準の範囲内で」を加え

る。  

 

 

附  則  

この条例は、平成２７年６月８日から施行する。ただし、第７条の改正規定は、平

成２７年４月１日から施行する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 伊那東保育園を廃止し、及び伊那北保育園の定員を変更し、並びに保育料の基準の

範囲を定めるための所要の改正を行うため、提案するものであります。  
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議案第１７号  

 

伊那市介護予防施設条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市介護予防施設条例（平成２２年伊那市条例第３１号）の一部を次のように改

正する。  

 

第２条の表中  

「  

上村いきいき交流施設  伊那市山寺１４２３番地  

                                    」を  

 

「  

上村いきいき交流施設  伊那市山寺１４２３番地  

北新いきいき交流施設  伊那市富県２７８５番地３  

西之平いきいき交流施設  伊那市富県２１１８番地１  

根木谷いきいき交流施設  伊那市富県８６４５番地８  

                                    」に

改める。  

 

 

   附  則  

この条例は、平成２７年３月３１日から施行する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

介護予防施設を設置するため、提案するものであります。  
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議案第１８号  

 

   伊那市指定地域密着型サービスの事業の運営等に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市指定地域密着型サービスの事業の運営等に関する基準を定める条例（平成  

２４年伊那市条例第３８号）の一部を次のように改正する。  

 

第６条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を「行

い」に改める。  

 

 第１２条中「営むことができるよう」の次に「生活機能の維持又は向上を目指し」

を加える。  

 

 第１６条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を「行

い」に改める。  

 

 第２７条中「以下「指定複合型サービス」という」を「介護保険法施行規則（平成

１１年厚生省令第３６号）第１７条の１０に規定する看護小規模多機能型居宅介護に

限る。以下「指定看護小規模多機能型居宅介護」という」に改める。  

 

 第２８条の見出し及び同条第１項中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多

機能型居宅介護」に改め、同条第２項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護

小規模多機能型居宅介護事業者」に、「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模

多機能型居宅介護の」に、「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」

を「行い」に改める。  

 

 第２９条の見出し並びに同条各号列記以外の部分並びに同条第１号及び第２号中

「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同条第３号

中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」に、「複合型サー

ビス計画」を「看護小規模多機能型居宅介護計画」に改め、同条第４号中「複合型サ

ービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に、「指定複合型サービ

ス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同条第５号中「指定複合型サー

ビス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に、「指定複合型サービ

スの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に改め、同条第６号中「指定複合型

サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に改め、同条第７号

中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同条第８

号中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に
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改め、同条第９号中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」

に、「複合型サービス計画」を「看護小規模多機能型居宅介護計画」に改める。  

 

 

附  則  

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成２７年厚生労働省令第４号）の

施行に伴い、所要の改正を行うため、提案するものであります。  
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議案第１９号  

 

   伊那市指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営及び指定地域密着

型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営及び指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例

（平成２４年伊那市条例第３９号）の一部を次のように改正する。  

 

第８条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を「行

い」に改める。  

 

第１０条中「第８条の２第１７項」を「第８条の２第１５項」に改める。  

 

 

附  則  

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成２７年厚生労働省令第４号）の

施行に伴い、所要の改正を行うため、提案するものであります。  
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議案第２０号  

 

   伊那市指定介護予防支援等の事業の運営及び指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例  

 

 

伊那市指定介護予防支援等の事業の運営及び指定介護予防支援等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２６年伊那市条例第３８

号）の一部を次のように改正する。  

 

第５条中第２６号を第２７号とし、第１８号から第２５号までを１号ずつ繰り下げ、

同条第１７号中「第１２号」を「第１３号」に、「第１３号」を「第１４号」に改め、

同号を同条第１８号とし、同条中第１６号を第１７号とし、同条第１５号イ中「指定

介護予防通所介護事業所（指定介護予防サービス等基準第９７条第１項に規定する指

定介護予防通所介護事業所をいう。）又は」を削り、同号を同条第１６号とし、同条

中第１４号を第１５号とし、第１３号を第１４号とし、同条第１２号中「介護予防訪

問介護計画（指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予

防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年

厚生労働省令第３５号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。）第３９条第

２号に規定する介護予防訪問介護計画をいう。）」を「介護予防訪問看護計画書」に

改め、同号を同条第１３号とし、同条第１１号の次に次の１号を加える。  

 (12) 担当職員は、介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス事業者

等に対して、介護予防訪問看護計画書（指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号。以下「指定介護予防

サービス等基準」という。）第７６条第２号に規定する介護予防訪問看護計画書

をいう。次号において同じ。）等指定介護予防サービス等基準において位置付け

られている計画の提出を求めるものとする。  

 

 第５条に次の１号を加える。  

(28) 指定介護予防支援事業者は、法第１１５条の４８第４項の規定に基づき、同条

第１項に規定する会議から、同条第２項の検討を行うための資料又は情報の提供、

意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努め

なければならない。  

 

 

附  則  

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  
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平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成２７年厚生労働省令第４号）の

施行に伴い、所要の改正を行うため、提案するものであります。  
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議案第２１号  

 

   伊那市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準  

を定める条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準を定める条

例（平成２６年伊那市条例第３９号）の一部を次のように改正する。  

 

第１条中「第１１５条の４６第４項」を「第１１５条の４６第５項」に改める。  

 

 

附  則  

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関

する法律（平成２６年法律第８３号）の一部施行に伴い、所要の改正を行うため、提

案するものであります。  
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議案第２２号  

 

伊那市介護保険条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市介護保険条例（平成１８年伊那市条例第１０９号）の一部を次のように改正

する。  

 

第９条第１項各号列記以外の部分中「平成２４年度」を「平成２７年度」に、「平

成２６年度」を「平成２９年度」に改め、同項第１号中「２１ ,８９０円」を  

「２６ ,８９０円」に改め、同項第２号中「２４ ,６２０円」を「３５ ,８６０円」に

改め、同項第３号中「３８ ,３００円」を「４１ ,８３０円」に改め、同項第４号中

「５４ ,７２０円」を「５３ ,７８０円」に改め、同項第５号から第９号までを次のよ

うに改める。  

(5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者  年額  ５９ ,７６０円  

(6) 令第３９条第１項第６号に掲げる者  年額  ７１ ,７１０円  

(7) 令第３９条第１項第７号に掲げる者  年額  ８０ ,６８０円  

(8) 令第３９条第１項第８号に掲げる者  年額  ８９ ,６４０円  

(9) 令第３９条第１項第９号に掲げる者  年額  １０１ ,５９０円  

 

第９条第１項に次の１号を加える。  

(10) 令第３９条第１項第１０号に掲げる者  年額  １１３ ,５４０円  

 

第９条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。  

２  平成２７年度から平成２９年度までの令第３９条第１項第６号イの市の定める額

は、１２５万円とする。  

３  平成２７年度から平成２９年度までの令第３９条第１項第７号イの市の定める額

は、２００万円とする。  

４  平成２７年度から平成２９年度までの令第３９条第１項第８号イの市の定める額

は、４００万円とする。  

５  平成２７年度から平成２９年度までの令第３９条第１項第９号イの市の定める額

は、６００万円とする。  

 

第１１条第３項中「及びハ」を「若しくはニ」に、「又は第４号ロ」を「、第４号

ロ、第５号ロ、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ又は第９号ロ」に、「第４号まで」を

「第９号まで」に改める。  

 

 

   附  則  



 

- 35 - 

 

（施行期日）  

１  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

（保険料に関する経過措置）  

２  この条例による改正後の第９条の規定は、平成２７年度以後の年度分の保険料に

ついて適用し、平成２６年度分までの保険料については、なお従前の例による。  

（介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置）  

３  法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業について

は、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るた

め、平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日までの間は行わず、平成２９年

４月１日から行うものとする。  

４  法第１１５条の４５第２項第６号に掲げる事業については、その円滑な実施を図

るため、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間は行わず、平成  

２８年４月１日から行うものとする。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正す

る政令（平成２６年政令第３９７号）等の施行に伴い、所要の改正を行うため、提案

するものであります。  
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議案第２３号  

 

伊那市商工業振興条例  

 

 

伊那市商工業振興条例（平成１８年伊那市条例第１１１号）の全部を改正する。  

 

（目的）  

第１条  この条例は、本市における商工業の振興を図るための基本的な事項を定める

ことにより、商工業の基盤の強化及び持続的な発展を促進し、もって市民生活の向

上と地域社会の活性化に寄与することを目的とする。  

（定義）  

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。  

(1) 商工業者  商工会法（昭和３５年法律第８９号）第２条に規定する商工業者を

いう。  

(2) 中小企業者  中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号。以下「基本法」と

いう。）第２条第１項各号に規定する中小企業者をいう。  

(3) 小規模企業者  基本法第２条第５項に規定する小規模企業者をいう。  

(4) 支援機関  伊那商工会議所、伊那市商工会、金融機関、長野県信用保証協会そ

の他商工業の振興を支援する団体をいう。  

（基本方針）  

第３条  商工業の振興は、商工業者自らの創意工夫及び自助努力を基本としつつ、そ

の活力が最大限発揮されるよう配慮して行われなければならない。  

２  商工業の振興は、市、商工業者及び支援機関が連携協力し、市民の理解及び協力

を得ながら行われなければならない。  

３  商工業の振興は、本市の特性を生かしつつ、地域社会及び市民生活との調和を図

りながら行われなければならない。  

（市の責務）  

第４条  市は、前条の基本方針にのっとり、国、県及び支援機関と連携協力し、商工

業の振興に関する施策を総合的に推進するものとする。  

２  市は、商工業の振興に関する基本的な施策として、次に掲げる事項を実施するも

のとする。  

 (1) 商工業者の経営基盤の強化及び経営環境の向上のための施策に関する事項  

 (2) 商工業者の立地の促進及び起業創業に係る支援のための施策に関する事項  

(3) 商工業における雇用の促進及び労働者の福祉の増進のための施策に関する事項  

 (4) 中小企業者の資金を確保するための施策に関する事項  

(5) 商工業に関する調査並びに情報の収集及び提供に関する事項  

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項  
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３  市は、商工業の振興に関する施策の策定に当たっては、商工業者及び支援機関の

意見を反映するよう努めるものとする。  

 （商工業者の努力）  

第５条  商工業者は、経済的社会的環境の変化に応じて、その事業の成長及び発展を

図るため、自主的にその経営及び取引条件の向上を図り、地域社会への貢献に努め

るものとする。  

２  商工業者は、労働者の積極的な雇用、育成及び雇用の維持並びにその労働環境の

整備に努めるものとする。  

３  商工業者は、地域における生活環境の保全並びに消費生活の安定及び安全の確保

に努めるものとする。  

（支援機関の役割）  

第６条  支援機関は、その専門性を生かし、特に中小企業者の事業の成長のために必

要な技術的支援又は経営改善のために必要な支援を行うものとする。  

２  支援機関は、その専門性を生かし、特に小規模企業者の円滑な事業承継及び多様

な人材による起業創業のために必要な技術的支援を行うものとする。  

（市民の協力）  

第７条  市民は、商工業の振興が自らの生活の向上及び地域社会の活性化に寄与する

ことを認識し、その発展に協力するよう努めるものとする。  

 （財政上の措置）  

第８条  市は、商工業の振興に関する施策を実施するため、補助金の交付その他の必

要な財政上の措置を講ずることができる。  

２  前項の措置を受けた者が、別に定める規定に該当したときは、市は、当該措置を

取り消し、又は補助金その他の交付を受けた場合は、その全部若しくは一部を返還

させることができる。  

（審議会）  

第９条  商工業の振興に関して必要な事項を審議するため、伊那市商工業振興審議会

（以下「審議会」という。）を置く。  

２  審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。  

(1) 商工業の振興施策に関する事項  

(2) 雇用及び人材育成に関する事項  

(3) 前２号に掲げるもののほか、商工業の振興に関する事項  

３  審議会は、委員１５人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。  

(1) 市議会議員  

(2) 識見を有する者  

(3) 公募による者  

４  委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期

は、前任者の残任期間とする。  

５  審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。  

６  会長及び副会長は、次に掲げる職務を行う。  
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(1) 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。  

７  審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。  

８  会議は、委員の半数以上の出席をもって成立し、会議の議事は出席した委員の過

半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。  

９  審議会は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。  

１０  審議会の庶務は、商工観光部商工振興課において処理する。  

（委任）  

第１０条  この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。  

 

 

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例の施行の際、現に改正前の伊那市商工業振興条例の規定により補助金等

の措置を受けているものは、なお従前の例による。  

３  この条例の施行の際、現に従前の伊那市商工業振興審議会の委員である者は、こ

の条例の施行の日（以下「施行日」という。）に、改正後の伊那市商工業振興条例

（以下「新条例」という。）第９条第３項の規定により伊那市商工業振興審議会の

委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみ

なされる委員の任期は、新条例第９条第４項の規定にかかわらず、施行日における

従前の伊那市商工業振興審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。  

（伊那市税条例の一部改正）  

４  伊那市税条例（平成１８年伊那市条例第５３号）の一部を次のように改正する。  

第１３１条の２の見出し中「条例による」を削り、同条中「伊那市商工業振興条

例（平成１８年伊那市条例第１１１号）第３条第２項に該当する工場又は指定施

設」を「統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第９項に規定する統計基準であ

る日本標準産業分類による建設業、製造業、ソフトウェア業、道路貨物運送業、倉

庫業、機械修理業、電気機械器具修理業及びこん包業並びに新技術新製品の研究開

発その他市長が必要と認めた生産又は作業の用に供する施設及び当該施設と一体と

なった事務所（独立した事務所を除く。）」に改める。  

（伊那市創業支援センター条例の一部改正）  

５  伊那市創業支援センター条例（平成１９年伊那市条例第３８号）の一部を次のよ

うに改正する。  

第４条第２項中「伊那市商工業振興条例（平成１８年伊那市条例第１１１号）第

８条」を「伊那市商工業振興条例（平成２７年伊那市条例第  号）第９条」に改め

る。  
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平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

商工業の振興に関し、基本方針等を定めるとともに、所要の改正を行うため、提案

するものであります。  
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議案第２４号  

 

伊那市都市公園条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市都市公園条例（平成１８年伊那市条例第１５２号）の一部を次のように改正

する。  

 

別表中  

「  

創造の森公園  伊那市荒井３５２０番地  

」を  

「  

創造の森公園  伊那市荒井３５２０番地  

伊那北公園  伊那市山寺１９３７番地６  

」に改める。  

 

 

附  則  

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

伊那北公園を設置するため、提案するものであります。  
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議案第２５号  

 

伊那市多目的集会施設条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市多目的集会施設条例（平成１８年伊那市条例第１８９号）の一部を次のよう

に改正する。  

 

第１６条を第２０条とし、第１５条の次に次の４条を加える。  

 （市長による管理）  

第１６条  第３条の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、集会施

設の管理を自ら行うことができる。  

２  前項の規定により市長が集会施設の管理を行う場合における第５条から第７条ま

で、第９条、第１０条及び別表の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるも

のとする。  

第５条  指定管理者は、必要があると認

めるときは、市長の承認を得て  

市長は、特に必要があると

認めるときは  

第６条、第７

条、第９条及び

第１０条  

指定管理者  市長  

別表  （第１１条関係）  （第１７条関係）  

別表  利用料金  使用料  

 （使用料）  

第１７条  第１１条の規定にかかわらず、市長が管理する集会施設を利用する者は、

別表に定める使用料を納付しなければならない。  

（使用料の減免）  

第１８条  市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、

又は免除することができる。  

 （使用料の還付）  

第１９条  既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当す

るときは、その全部又は一部を還付することができる。  

 (1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用ができなくなったとき。  

 (2) 使用期日前３日までに使用の取りやめ又は変更の申出をした場合で、相当の事

由があると認めたとき。  

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が正当な理由があると認めたとき。  

 

 

附  則  



 

- 42 - 

 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

市長が長谷多目的集会施設の管理を行う場合の取扱いについて規定するため、提

案するものであります。  
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議案第２６号  

 

伊那市体育施設条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市体育施設条例（平成１８年伊那市条例第１９３号）の一部を次のように改正

する。  

 

 第２条第３号中  

「  

サンビレッジ庭球場  伊那市西箕輪３９４０番地２  

高遠スポーツ公園テニスコート  伊那市高遠町西高遠１５９０番地４  

                                    」を  

「  

サンビレッジ庭球場  伊那市西箕輪３９４０番地２  

                                    」に  

改め、同条第５号中  

「  

伊那市民体育館  伊那市西町５８３７番地１  

                                    」を  

「  

伊那市民体育館  伊那市西町５８３４番地８  

                                    」に  

改める。  

 

 別表第１中  

「  

高遠スポーツ公園

テニスコート  

４月１日から１１月３０日

まで  

午前５時から午後１０時

まで  

マレットパークは

びろ  

４月１日から１１月３０日

まで  

午前８時３０分から午後

６時まで  

 

                                    」を  

「  

マレットパークは

びろ  

４月１日から１１月３０日

まで  

午前８時３０分から午後

６時まで  

                                    」に  

改める。  
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 別表第２中第１２項を削り、第１３項を第１２項とし、第１４項を第１３項とし、

第１５項を第１４項とし、同項の次に次の１項を加える。  

１５  伊那市民体育館  

(1) 体育館  

ア  メインアリーナ  

区分  利用料金  

専用使用  アマチュアスポーツ

又はレクリエーショ

ンに使用する場合  

午前８時３０分から正午まで  ３ ,５００円  

正午から午後５時まで  ５ ,０００円  

午後５時から午後９時３０分

まで  

６ ,５００円  

午前８時３０分から午後５時

まで  

８ ,４００円  

１時間につき  １ ,４００円  

討論会、講習会、講

演会、展示会、芸術

の発表会その他これ

らに類するもの（営

業を除く。）に使用

する場合  

午前８時３０分から正午まで  ７ ,０００円  

正午から午後５時まで  ９ ,８００円  

午後５時から午後９時３０分

まで  

１３ ,２００円  

１時間につき  ２ ,７００円  

その他のものに使用

する場合  

午前８時３０分から正午まで  １６ ,４００円  

正午から午後５時まで  ２３ ,３００円  

午後５時から午後９時３０分

まで  

３１ ,６００円  

１時間につき  ６ ,７００円  

個人使用  一般、高校生  １人１回につき  ３００円  

小中学生  １人１回につき  ２００円  

照明施設  １時間につき  ４００円  

イ  サブアリーナ  

区分  利用料金  

専用使用  アマチュアスポーツ

又はレクリエーショ

ンに使用する場合  

午前８時３０分から正午まで  ３ ,５００円  

正午から午後５時まで  ５ ,０００円  

午後５時から午後９時３０分

まで  

５ ,２００円  

午前８時３０分から午後５時

まで  

８ ,３００円  

１時間につき  １ ,４００円  

討論会、講習会、講 午前８時３０分から正午まで  ７ ,０００円  
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演会、展示会、芸術

の発表会その他これ

らに類するもの（営

業を除く。）に使用

する場合  

正午から午後５時まで  ９ ,８００円  

午後５時から午後９時３０分

まで  

１１ ,０００円  

１時間につき  ２ ,７００円  

その他のものに使用

する場合  

午前８時３０分から正午まで  １５ ,３００円  

正午から午後５時まで  ２１ ,８００円  

午後５時から午後９時３０分

まで  

２７ ,７００円  

１時間につき  ６ ,７００円  

個人使用  一般、高校生  １人１回につき  ３００円  

小中学生  １人１回につき  ２００円  

照明施設  １時間につき  ３００円  

備考  

  １  体育館の一部を専用使用する場合において、その使用面積が体育館床面積の

２分の１又は４分の１以下のときの利用料金は、全部を使用する場合の当該利

用料金にそれぞれ２分の１又は４分の１を乗じて得た額（この額に１０円未満

の端数があるときは、切り捨てる。）とする。  

  ２  入場料を徴収する場合には、表に掲げる区分に従い、当該区分に定める利用

料金の額に１００分の１５０（営利、営業のために使用する場合にあっては、

１００分の４００）を乗じて得た額（この額に１０円未満の端数があるときは、

切り捨てる。）とする。  

  ３  使用時間に１時間未満の端数があるときは、１時間に切り上げるものとする。  

(2) 附属施設  

区分  利用料金  

第１会議室・第

２会議室・第３

会議室  

午前８時３０分から正午まで  １室につき  ７００円  

正午から午後５時まで  １室につき  １ ,０００円  

午後５時から午後９時３０分まで  １室につき  １ ,４００円  

トレーニングル

ーム１・トレー

ニングルーム２  

午前８時３０分から正午まで  １室につき  ７００円  

正午から午後５時まで  １室につき  １ ,０００円  

午後５時から午後９時３０分まで  １室につき  １ ,４００円  

 備考  

  １  営利、営業のために使用する場合の利用料金は、表に掲げる区分に従い、当

該区分に定める利用料金の額に１００分の１５０を乗じて得た額（この額に  

１０円未満の端数があるときは、切り捨てる。）とする。  

  ２  入場料を徴収する場合には、表に掲げる区分に従い、当該区分に定める利用

料金の額に１００分の１５０（営利、営業のために使用する場合にあっては、

１００分の２２５）を乗じて得た額（この額に１０円未満の端数があるときは、
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切り捨てる。）とする。  

  (3) 設備用器具  

区分  利用料金  

移動式バスケットゴール  １台につき  １ ,０００円  

フロアシート  １式につき  １ ,０００円  

放送設備  １式につき  ５００円  

体育用具  １組につき  １００円  

冷房又は暖房設備   市長が別に定める額  

 備考  各設備用器具は、１日又は１回の単位とする。  

 

別表第２第１６項中「伊那市民体育館、」を削り、同項第２号中「サンビレッジ体

育館附属施設」を削る。  

 

 

附  則  

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

高遠スポーツ公園テニスコートの廃止及び長野県伊那勤労者福祉センターの移管

に伴い、所要の改正を行うため、提案するものであります。  
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議案第２７号  

 

伊那市下水道条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市下水道条例（平成１８年伊那市条例第１５５号）の一部を次のように改正す

る。  

 

第２条第１０号中「第２条第２項に規定する施設」の次に「又はダイオキシン類対

策特別措置法（平成１１年法律第１０５号）第１２条第１項第６号に規定する水質基

準対象施設」を加え、同項第１７号中「財団法人長野県下水道公社」を「公益財団法

人長野県下水道公社」に改める。  

 

 第２９条第１項中「令第９条の８、令第９条の９第１項第３号若しくは第４号」を

「令第９条の１０若しくは令第９条の１１第１項第３号若しくは第２項第１号から第

５号まで」に改める。  

 

 

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

公共下水道へ排出する際に届出が必要となる悪質下水の水質の基準等を改正する必

要が生じたため、提案するものであります。  
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議案第２８号  

 

公の施設の指定管理者の指定について  

 

 

 公の施設の指定管理者を下記のとおり指定することについて、地方自治法（昭和  

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

 

記  

 

１  介護予防施設  

施  設  の  名  称  指定管理者の名称  指  定  の  期  間  

北新いきいき交流施設  北新区  
平成 27年  3月 31日から  

平成 36年  3月 31日まで  

西之平いきいき交流施設  西之平常会  
平成 27年  3月 31日から  

平成 36年  3月 31日まで  

根木谷いきいき交流施設  根木谷常会  
平成 27年  3月 31日から  

平成 36年  3月 31日まで  

 

２  体育館  

施  設  の  名  称  指定管理者の名称  指  定  の  期  間  

伊那市民体育館（メインア

リーナ及び附属施設）  
一般財団法人伊那市振興公社  

平成 27年  4月  1日から  

平成 29年  3月 31日まで  

 

 

 

   平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

公の施設の管理を行う指定管理者を指定するため、提案するものであります。  
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議案第２９号  

 

平成２６年度伊那市一般会計第９回補正予算について  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２６

年度伊那市一般会計第９回補正予算を、別冊のとおり提出する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第３０号  

 

平成２６年度伊那市国民健康保険特別会計第３回補正予算について  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２６

年度伊那市国民健康保険特別会計第３回補正予算を、別冊のとおり提出する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第３１号  

 

平成２６年度伊那市国民健康保険直営診療所特別会計第３回補正予算に  

ついて  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２６

年度伊那市国民健康保険直営診療所特別会計第３回補正予算を、別冊のとおり提出す

る。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第３２号  

 

平成２６年度伊那市後期高齢者医療特別会計第１回補正予算について  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２６

年度伊那市後期高齢者医療特別会計第１回補正予算を、別冊のとおり提出する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第３３号  

 

平成２６年度伊那市介護保険特別会計第２回補正予算について  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２６

年度伊那市介護保険特別会計第２回補正予算を、別冊のとおり提出する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第３４号  

 

平成２６年度伊那市簡易水道事業特別会計第１回補正予算について  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２６

年度伊那市簡易水道事業特別会計第１回補正予算を、別冊のとおり提出する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第３５号  

 

平成２６年度伊那市水道事業会計第２回補正予算について  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２６

年度伊那市水道事業会計第２回補正予算を、別冊のとおり提出する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第３６号  

 

平成２６年度伊那市下水道事業会計第３回補正予算について  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２６

年度伊那市下水道事業会計第３回補正予算を、別冊のとおり提出する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第３７号  

 

平成２６年度伊那市自動車運送事業会計第１回補正予算について  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２６

年度伊那市自動車運送事業会計第１回補正予算を、別冊のとおり提出する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第３８号  

 

平成２７年度伊那市一般会計予算について  

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、平成２７

年度伊那市一般会計予算を、別冊のとおり提出する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第３９号  

 

平成２７年度伊那市国民健康保険特別会計予算について  

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、平成２７

年度伊那市国民健康保険特別会計予算を、別冊のとおり提出する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第４０号  

 

平成２７年度伊那市国民健康保険直営診療所特別会計予算について  

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、平成２７

年度伊那市国民健康保険直営診療所特別会計予算を、別冊のとおり提出する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第４１号  

 

平成２７年度伊那市後期高齢者医療特別会計予算について  

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、平成２７

年度伊那市後期高齢者医療特別会計予算を、別冊のとおり提出する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第４２号  

 

平成２７年度伊那市介護保険特別会計予算について  

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、平成２７

年度伊那市介護保険特別会計予算を、別冊のとおり提出する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第４３号  

 

平成２７年度伊那市営駐車場事業特別会計予算について  

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、平成２７

年度伊那市営駐車場事業特別会計予算を、別冊のとおり提出する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第４４号  

 

平成２７年度伊那市簡易水道事業特別会計予算について  

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、平成２７

年度伊那市簡易水道事業特別会計予算を、別冊のとおり提出する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第４５号  

 

平成２７年度伊那市水道事業会計予算について  

 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２４条第２項の規定により、平成

２７年度伊那市水道事業会計予算を、別冊のとおり提出する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第４６号  

 

平成２７年度伊那市下水道事業会計予算について  

 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２４条第２項の規定により、平成

２７年度伊那市下水道事業会計予算を、別冊のとおり提出する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第４７号  

 

平成２７年度伊那市自動車運送事業会計予算について  

 

 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２４条第２項の規定により、平成

２７年度伊那市自動車運送事業会計予算を、別冊のとおり提出する。  

 

 

 

平成２７年３月２日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 


